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仕 様 書

１ 業務名

県立学校児童生徒等定期健康診断（歯科）用歯鏡のレンタル

２ 業務内容

県立学校児童生徒等定期健康診断（歯科）に使用する歯鏡の貸出

３ 契約方法

単価契約（器具１本当たりの単価（ただし、取引に係る消費税及び地方消費税相当額を

含む））

４ 納入場所、日程及び使用数等

別紙「県立学校歯鏡レンタル計画表」及び「学校所在地」のとおり。なお、当初の計画

内容から変更がある場合、別途指示する日程及び使用見込数等により納入すること。

５ 借受の条件

(1) 器具の規格

(2) 滅菌方法

ア 滅菌は、高圧滅菌機（オートクレーブ）により121℃以上で20分以上の設定で行う

こと。

イ 器具は滅菌バッグ等に入れて密封し、滅菌状態を保つこと。

(3) 納入方法及び確認

ア 使用日の前日（学校が休業日の場合はその前日）の午後４時30分までに、納入場所

に納入すること。ただし、配達コースや計画変更の対応等で前日までに納入ができな

い場合は、事前に発注者及び納入場所へ連絡すること。

イ 付属品として、シーツ（歯鏡100本につき１枚）、回収用袋、納入確認書及び回収

確認書（任意様式）を併せて納入すること。ただし、滅菌トレーに器具を入れて納入

する場合は、シーツは不要とする。

ウ 包装単位は、一単位あたり40本を上限とする。なお、これによらない場合は、別途

協議する。

エ 器具の破損を防ぐため、ケース等に入れて納入すること。

オ 納入場所において立会を受け、器具の本数の確認を受けること。

カ 納入場所に対して適切な操作方法を指導し、常時適切に衛生管理が行われ、正常に

使用できるように指導すること。

キ 納入場所において立会を受け、器具の返却本数を確認の上、回収すること。

ク 納入場所において立会を受けることができない場合は、別途協議する。

器具名 鏡面 原材料

歯鏡 丸形 ステンレス鋼又は黄銅



2/2

６ 賃借料について

(1) 賃借料は、納入した器具の本数に契約単価を乗じた金額とする。ただし、発注者の指

定する器具の本数を超えて納入したものは除く。

(2) 納入等に係る必要経費は、単価に含むこと。

(3) 受注者の責めに帰すべき原因で生じた不良の器具については、納入した器具の本数か

ら除くものとする。

７ その他

(1) 器具の所有数の都合等で器具の規格を変更せざるを得ない場合は、事前に発注者及び

納入場所に連絡し、了承を得ること。

(2) 発注者は、通常の使用に伴う器具の消耗、摩耗及び破損の弁済は行わないものとする。

(3) この仕様書に記載のない事項については、別途協議により定める。


